
令和６年１０月

　　このお知らせは、「令和7年度品川区立幼稚園園児募集」に申請される方で、
申請受付日時点で品川区にお住まいでなく、後日品川区に転入予定の方を対象としています。


①「品川区立幼稚園入園申込書」および「子どものための教育給付認定申請書」の
保護者および幼児の住所欄は、転入予定の品川区の住所ではなく、
現在お住まいの住所をご記入ください。

②申請受付は各幼稚園にて、１２時５０分より受け付けし、１３時時点の状況に
より、その場で簡易抽選を行います。抽選後は随時、先着順にて申請を
受け付けます。
③「転入予定届」の転入先住所および転入予定日に変更がある場合や、品川区への転入がなくなった場合は、必ず品川区子ども未来部保育入園調整課にご連絡ください。

④品川区に転入後、「住民票の写し」を幼稚園に速やかに提出してください。

⑤令和7年３月３１日までに品川区に住民登録の手続き（転入届）ができない場合は、入園申請が無効となります。

◇連絡・問い合わせ先◇

　　品川区子ども未来部 保育入園調整課　　電話５７４２－６７２５（直通）

　　品川区広町２－１－３６　品川区役所第二庁舎７階
転入予定届を提出される方へ





〇転入予定者の申請受付日


令和６年１１月１９日（火）１２時５０分から


〇申請場所


入園を希望する区立幼稚園


＊申請にあたっては、必ず事前に幼稚園に欠員状況等をお問い合わせ


ください。


＊上記以降は、随時受け付けます。











